
千葉県・千葉県教育委員会・千葉県警察 

自転車交通安全教室 

自転車に
乗るときの
ルール 

自転車に
乗る前の
ルール ①車道の左側を走ろう 

②歩いている人を優先しよう 
③ながら運転はやめよう 
④交差点では安全確認しよう 
⑤夕方からライトをつけよう 

①自転車保険に入ろう
②点検整備をしよう 
③反射器材を付けよう
④ヘルメットをかぶろう 
⑤飲酒運転はやめよう 

2022年度～

「ちばサイクルール」は、内閣府の「自転車安全利用五則」
をもとに「千葉県自転車条例」の内容を取り入れて、千葉県
における自転車安全利用のルールとして制定しました。

交通安全啓発リーフレット（中学生以上）

あなたとみんなの命を守る



　自転車事故の死傷者数の約６割は、
24歳以下と65歳以上の高齢者が占め
ています。 

自転車事故の年齢層別死傷者数割合（令和3年  千葉県）  

（令和3年中 県警統計による） 

交通事故発生件数及び自転車事故発生件数の推移（千葉県）

交通事故発生件数 うち自転車事故発生件数
自転車事故割合

千葉県内の自転車交通事故の現状 

（県警統計による）
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　交通事故発生件数及び自転車事故発生件数は、減少傾向にありますが、
自転車事故の割合は平成27年から上昇しています。

※表記外の数字を四捨五入しているため、 各構成率の和が100%に
　ならない場合があります。

死傷者数
3,410人

小学生以下
6.9% 中学生

5.0%

高校生
13.8%

25～29歳
5.4%

30~39歳
11.4%

40～49歳
13.1%

50～59歳
10.7%

60～64歳
3.6%

65歳以上
20.2%

若者その他
9.9%



自転車に乗る前のルール

❶自転車保険に入ろう（令和4年7月1日より義務化）

❷点検整備をしよう

□ＴＳマークの付帯保険
□自転車向けの保険 
□自動車の保険・火災保健等の特約
□ＰＴＡや学校が窓口の保険
□会社等の団体保険・共済保険等 

自転車保険の
加入について
確認しましょう。 詳しくはここをチェック

自転車で加害事故を起こすと…

▲

自転車保険への加入がなぜ必要なのでしょうか？ 

思わぬ事故を防ぐため、自転車も車
と同じように点検・整備を定期的にし
ましょう。
ブレーキがよく利くか、タイヤの空
気は入っているか、ライトが点灯する
かなど、利用する前に必ず点検しま
しょう。

　男子高校生が、昼間自転車横断帯のかなり手前の歩道から、車道を斜
めに横断したところ、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と
衝突した。男性会社員に重大な障害（言語機能の喪失等）が残った。
（東京地方裁判所  平成20年6月5日判決）

賠償額
9,266万円！

自転車事故で、高額な賠償責任を負う
場合があります。自転車事故の約1割が加
害事故です。
（令和3年中 県警統計による） 

万が一の事故の際、
あなたと被害者を守ります。



自転車に乗る前のルール

❹ヘルメットをかぶろう

❺飲酒運転はやめよう

❸反射器材（リフレクター）を付けよう

夜間、車や歩行者との交通事故を防ぐため、ライ
ト（前照灯）、後部の反射器材と併せて、側面にも反
射器材（リフレクター）を取り付けましょう。
道路を横断する時に、車のライトに反射して発
見されやすくなります。

自転車は車の仲間ですので、飲酒運転は禁止です。
飲酒運転は、ハンドル操作やブレーキの遅れ、判断
力の低下などを招くため、危険な行為です。

自転車には反射器材を付け、服装は、白や黄色
などの明るい色を身に着けましょう。

▲

ヘルメットを着用すると、どんな効果があるでしょうか?
自転車事故による損傷部位別死者数の割合（平成28年～令和2年合計 全国）

被害軽減に有効です！

過去5年間における自転車事故での死者数2,293人の
うち、頭部損傷による死者数は 1,331人に及びます。

①お酒を飲んだら自転車に乗らない
②自転車に乗る人にはお酒を飲ませない
③お酒を飲んだ人には自転車を運転させない

（警察庁交通局統計による） 

飲酒運転を
しないために

○乗車用ヘルメットは、転倒や事故の際に頭部の衝撃
を和らげます。

○自転車乗車中の交通事故においてヘルメットを着
用していなかった方の致死率は、着用していた方に
比べて令和2年中は約3.0倍高くなっています。

頭部
1331
58%

頸部 173
8%

胸部 277
12%

腰部 100
4%

腕部 5
0.2%

脚部 18
1%

その他
389
17%



自転車は車両の仲間です
自転車に乗るときのルール

❶車道の左側を走ろう

❷歩いている人を優先しよう

自転車は車両で車道走行が原則です。車道の
左側の端に寄って通行しなければなりません。
右側通行は逆走です。他の車や自転車と衝突す
る危険性が非常に高いので絶対にしてはいけ
ません。

自転車通行可の標識のある歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄り、又
は指定された部分をすぐに停車できる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げるときは
一時停止しなければなりません。
歩道は歩いている人が最優先です。常に周りの様子に気をくばり、思いやりを

持って、通行しましょう。

傘差し、スマホ、携帯、ヘッドホンなどのながら運転は危険です。
法令で禁止されているのはもちろんのこと、思わぬ事故の原因になり、あなたや

周囲の人が危険に巻き込まれます。

❸ながら運転はやめよう

◆傘を差しながら ◆ヘッドホン等で音楽
　を聞きながら

　大学生が耳にイヤホンを付けて音楽を再生し、飲料容器をもった右
手でハンドルを握り、左手でスマートフォンを操作しながら自転車で
走行し、歩道にいた高齢女性に衝突し死亡させた。結果、この大学生は
重過失致死罪で禁固2年、執行猶予4年の判決が言い渡された。
（横浜地裁川崎支部  平成30年8月27日判決）

周りの音が
聞こえない
状態で自転
車を運転す
ると危険に
気づくのが
遅くなった
り、音楽に気を取られて運転に集中できな
くなったりする可能性が高くなります。

周りが見えにくくなるうえ、風にあおられて
バランスを崩しやすくなります。

周りの様子が目に入らなくなり、歩行者や車
にぶつかる危険性が高くなります。

◆スマホ・携帯電話を
　使いながら

駐停車禁止路側帯※路側帯では、歩行者に注意しましょう 歩行者用路側帯



自転車に乗るときのルール

自転車の事故は、7割以上が交差点（交差点付
近を含む。）で発生しています。「一時停止」の標
識・標示がある場所や、狭い道から広い道に出る
とき、踏切などでは、必ず止まって、左右の安全確
認をしてから通行しましょう。

❹交差点では安全確認しよう

自転車事故の道路形状別発生件数 （令和3年中 県警統計による） 
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（令和3年中 県警統計による）

事故のうち、およそ4件に1件は
夕方４時から夜８時までの間で
発生しています。

❺夕方からライトをつけよう
自転車のライト（前照灯）は、前方を照らすだけでなく、車などに自転車がい

ることを知らせるためのものでもあります。自転車から車はよく見えますが、
車の運転者から自転車が必ず見えているとは限りません。

※表記外の数字を四捨五入しているため、 各構成率の和が100%にならない場合が あります。 
※踏切はその他に含みます。





自転車運転者講習とは?

 ◎受講命令に従わない（受講しない）場合  ５万円以下の罰金 

自転車運転者講習
15項目に該当する危険行為を繰り返して、
　　　　　　3年以内に2回以上検挙された運転者が対象。

受講命令 講習の受講危険行為を
反復 ▶ ▶制度の流れ

3年以内に
2回以上

公安委員会が
受講を命令

受講時間：3時間
講習手数料：6,000円

●1

●4

●7

●10

●13

●2

●5

●8

●11

●14

●3

●6

●9

●12

●15
他の車両（自転車
を含む）に対して、
通行妨害目的で
幅寄せ、逆走、不
必要なブレーキ、
進路変更、などの
行為

妨害運転（7類型）

自転車における
妨害運転

①通行区分
②急ブレーキの禁止
③車間距離の保持
④進路の変更の禁止

⑤追越しの方法
⑥警音器の使用等
⑦安全運転の義務

妨害運転は
自転車も対象になります。


